
          第３編 組織・庶務（福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則）  

 

○福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則 

 

平成１９年４月１日 

規 則 第 １ ３ 号  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成１９年福井県後期高

齢者医療広域連合条例第１４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（個人情報取扱事務の届出事項） 

第２条 条例第６条第１項第８号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 個人情報取扱事務の届出年月日 

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等 

(3) 個人情報取扱事務のオンライン結合の状況 

(4) 個人情報取扱事務の外部委託の状況 

２ 条例第６条第１項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出、同条第２項の規定による変更

又は廃止の届出は個人情報取扱事務開始（変更、廃止）届出書（様式第１号）により行うものと

する。 

（個人情報開示請求書） 

第３条 条例第１４条第１項第３号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 希望する開示の方法 

(2) 法定代理人が開示請求をしようとする場合は、本人の氏名及び住所並びに当該本人が未成年

者又は成年被後見人である旨 

２ 条例第１４条第１項に規定する書面は、個人情報開示請求書（様式第２号）とする。 

（本人等の確認に必要な書類） 

第４条 条例第１４条第２項（条例第２６条第３項及び第３０条第２項において準用する場合を含

む。）の個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類とし広域連合長が

認めるもの 

(2) 法定代理人以外の代理人が開示請求する場合 当該代理人に係る前１号に掲げる書類及び

委任状その他代理人の資格を証明する書類で広域連合長が認めるもの 

(3) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る第１号に掲げる書類及び戸籍謄

本、成年後見に関する登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類で広域連合

長が認めるもの 

（個人情報開示決定通知書等） 

第５条 条例第１８条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定

めるとおりとする。 

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書（様式第３号） 

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書（様式第４号） 
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(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定  個人情報非開示決定通知書（様式第５号） 

（個人情報開示決定等期間延長通知書） 

第６条 条例第２０条第２項に規定する書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書（様式第６号）

とする。 

（第三者に対する通知） 

第７条 条例第２１条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求の年月日 

(2) 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

(3) 意見書の提出を求める理由 

(4) 意見書の提出先及び提出期限 

２ 条例第２１条第１項の規定による通知は、個人情報の開示決定等に係る意見照会書（様式第７

号）により行うものとする。 

３ 条例第２１条第３項の規定による通知は、個人情報の開示決定をした旨の通知書（様式第８号）

により行うものとする。 

（電磁的記録等の開示の方法） 

第８条 条例第２２条第１項の実施機関が定める方法は、次に各号に掲げる電磁的記録の区分に応

じ、当該各号に定める方法とする。 

(1) 録音カセットテープ又は録音ディスク 当該録音カセットテープ又は録音ディスクを専用

機器により再生したものの聴取 

(2) ビデオカセットテープ又はビデオディスク 当該ビデオカセットテープ又はビデオディス

クを専用機器により再生したものの視聴 

(3) 電磁的記録（前２号に該当するものを除く。） 次に掲げる方法であって、広域連合長が保

有する機器及びプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができる

ように組み合わされたものをいう。）により行うことができるもの 

ア 当該電磁的記録を日本工業規格Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大きさの用紙

に出力したものの閲覧 

イ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧等の用に供するために備え付けられて

いるものに限る。）により表示し、又は再生したものの閲覧、聴取又は視聴 

ウ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 

２ 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を録音カセットテープ（日本工業規格Ｃ５５６８に適合

する記録時間１２０分のものに限る。以下同じ。）、ビデオカセットテープ（日本工業規格Ｃ５５

８１に適合する記録時間１２０分のものに限る。以下同じ。）、フレキシブルディスクカートリッ

ジ（日本工業規格Ｘ６２２３に適合する幅９０ミリメートルのものに限る。以下同じ。）又は光

ディスク（日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。）に複写して交付することが容

易である場合は、当該電磁的記録の開示は、その複写したものの交付により行うことができる。 

３ 前項の規定による電磁的記録を複写したものの交付は、当該電磁的記録の全部を開示する場合

に限り行うものとする。 

（写しの交付部数） 

第９条 条例第２２条の規定により個人情報の開示を行う場合において、個人情報が記録された公

文書の写し（条例第２２条第２項又は前条の規定により交付する物を含む。）を交付するときの
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交付部数は、開示請求１件につき１部とする。 

第１０条 広域連合長は、条例第２４条第１項の規定により口頭により開示請求をすることができ

る個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求をすることができる

期間及び場所を公示するものとする。 

（口頭による開示請求） 

第１１条 条例第２３条第１項に規定する書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。 

(1) 運転免許証 

(2) 旅券 

(3) 開示請求に係る自己情報が試験に係る自己情報である場合にあっては、当該試験の受験票 

(4) その他請求をする者本人であることを証明するものとして広域連合長が認めた書類 

（費用の納付等） 

第１２条 条例第２４条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 条例第２４条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送料相当

額とする。 

３ 条例第２４条に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。 

４ 個人情報の写しの交付部数は、請求１件につき１部とする。 

（個人情報訂正請求書） 

第１３条 条例第２６条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、本人に代わって法定代理人

が個人情報の訂正請求をする場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び住所並びに当該

本人が未成年者又は成年被後見人である旨とする。 

２ 条例第２６条第１項に規定する書面は、個人情報訂正請求書（様式第９号）とする。 

（個人情報訂正決定通知書等） 

第１４条 条例第２７条第１項又は第２項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部について訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書（様

式第１０号） 

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部について訂正をする旨の決定 個人情報一部訂正決定通知

書（様式第１１号） 

(3) 訂正請求に係る個人情報の全部について訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知

書（様式第１２号） 

（個人情報訂正決定等期間延長通知書） 

第１５条 条例第２８条第２項において準用する条例第２０条第２項の書面の様式は、個人情報訂

正決定等期間延長通知書（様式第１３号）とする。 

（個人情報利用停止等請求書） 

第１６条 条例第３０条第１項第４号の規則で定める事項は、本人に代わって法定代理人が個人情

報の利用停止等請求をする場合における当該利用停止等請求に係る本人の氏名及び住所並びに

当該本人が未成年者又は成年被後見人である旨とする。 

２ 条例第３０条第１項に規定する書面は、個人情報利用停止等請求書（様式第１４号）によるも

のとする。 

（個人情報利用停止等決定通知書等）  

第１７条 条例第３１条第１項又は第２項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、
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当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 利用停止等請求に係る個人情報の全部について利用停止等をする旨の決定 個人情報利用

停止等決定通知書（様式第１５号） 

(2) 利用停止等請求に係る個人情報の一部について利用停止等をする旨の決定 個人情報一部

利用停止等決定通知書（様式第１６号） 

(3) 利用停止等請求に係る個人情報の全部について利用停止等をしない旨の決定 個人情報非

利用停止等決定通知書（様式第１７号） 

（個人情報利用停止等決定等期間延長通知書） 

第１８条 条例第３２条第２項において準用する条例第１９条第２項の書面の様式は、個人情報利

用停止等決定等期間延長通知書（様式第１８号）とする。 

（審査会諮問通知書） 

第１９条 条例第３４条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書（第１９

号様式）によるものとする。 

（運用状況の公表） 

第２０条 条例第４０条の規定による運用状況の公表は、広報への掲載その他の方法により行うも

のとする。 

（補則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別表（第１１条関係） 

個人情報が記録された

公文書の種類 
写しの作成の方法 金  額 

複写機による写し（単色刷り） １枚につき１０円 

文書及び図画 

複写機による写し（多色刷り） １枚につき２０円 

録音テープ又はビデオテープに

複写したもの 

当該録音テープ又はビデオテー

プの複写に要する費用に相当す

る額 電磁的記録 

フレキシブルディスクに複写し

たもの 
１枚につき３０円 

備考 

１ 公文書（電磁的記録を除く。）の写しを交付する場合は、日本工業規格Ａ列３番までの用紙を

用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格Ａ列３

番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 

２ 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を１枚として算定する。 

３ フレキシブルディスクについては、当面の間フロッピーディスクとする。 
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様式第１号（第２条関係） 

個人情報取扱事務開始届出書 

登録  登録年月日   年  月  日

保有  変更年月日   年  月  日

個人情報取扱事務

を所管する組織の

名称   廃止年月日   年  月  日

個人情報取扱事務の名称  

個人情報取扱事務の目的  

根拠法令等  

個人情報の対象者  

基本的事項 
□識別番号 □氏名 □生年月日 □本籍・国籍 

□性別 □電話番号 □住所 □その他（     ） 

心身の状況 
□健康状態 □病歴 □障害等級 

□その他（       ） 

家庭生活 
□家族状況 □親族関係 □婚姻暦 

□その他（       ） 

社会生活 
□職業・職歴 □学業・学歴 □資格 □賞罰  

□成績・評価 □その他（       ） 

資産・収入 
□資産・収入 □納税状況 □公的扶助 

□その他（       ） 

思想・信条等 
□思想・信条 □信教 □社会的差別の原因となるおそれの

ある個人情報 

個
人
情
報
の
記
録
項
目 

その他 
□意見・要望 □相談内容 

□その他（       ） 

□本人 

□本人以外（福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条

例第７条第３項第 号該当） 

個人情報の収集先 

 

 

 

 

 

本人以

外の区

分 

□実施機関内部 □他の実施機関 

□他の官公庁 □民間団体・私人 

□出版、報道等 □その他（       ） 

□有（福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第８

条第１項第  号該当） □無 

個人情報の目的外利用の有無

及び提出先 

 提出 

先 

□実施機関内部 □他の実施機関 □他の官公庁 

□民間団体・私人 □その他（    ） 

個人情報の処理形態 □電子計算機処理を含む。 □電子計算処理を含まない（手

作業処理のみ）。 

電子計算機等の結合の有無 □有 □無 

外部委託の有無 □有（委託の内容          ）□無 

備考  
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様式第２号（条例第３条） 

 

個人情報開示請求書 

 

※ 所管課受理 ※ 情報公開窓口受理 福井県後期高齢者医療広域連合長 殿 

 

 

 

  

 

郵便番号 

住所 

氏名 

電話番号 

 

 福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第１４条の規定により、次のとおり個人情報

の開示を請求します。 

請求日 年   月   日 

開示請求に係る個人情報 

の内容 

 

開示請求に係る公文書の名

称 

 

開示方法の区分 □閲覧 □視聴 □写しの交付  □その他（   ） 

（代理人記入欄） 

本人の氏名  

本人の住所及び電話番号 （〒   ） 

（電話番号           ） 

本人の区分 □未成年者 □成年被後見人 □その他（     ） 

本人が開示請求をすること

ができないやむを得ない理

由（法定代理人以外の代理

人のみ記入） 

 

注 

１ 「開示請求に係る個人情報の内容」欄は、開示請求に係る個人情報が特定できるように、で

きるだけ具体的に記入してください。 

２ 本人が請求する場合には、運転免許証、旅券その他本人であることを証明するために必要な

書類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人その他の代理人が請求する場合には、代理人に係る２の書類及び代理人の資格を

証明するために必要な書類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、又は提示してくだ

さい。 
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※印の欄には、記入しないでください。 

※ 本人又は代理人の確認 □運転免許証  □旅券  □その他 

（        ） 

※ 代理人の資格確認 □戸籍謄本  □その他（        ） 

※ 所管課 （        ） 

※ 備考  
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様式第３号（第６条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報開示決定通知書 

 

    年  月  日付けで請求のありました個人情報の開示について、個人情報の全部を開

示することを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第１９条第１項の

規定により、次のとおり通知します。 

 

 

開示請求に係る個人情報の

内容 

 

 

 

個人情報の開示の実施の方

法 
□閲覧 □視聴 □写しの交付 □その他（     ） 

 

個人情報を開示する日時 

 

 

       年  月  日 午前・午後  時  分 

 

個人情報を開示する場所 

 

 

 

所管課 （         ）

備考  

注 

１ 本人が開示を受ける際には、この通知書を係員に提示するとともに、運転免許証、旅券その

他本人であることを証明するために必要な書類として広域連合長が適当と認めるものを提出

し、又は提示してください。 

２ 法定代理人その他の代理人が開示を受ける際には、代理人に係る１の書類及び代理人の資格

を証明するために必要な書類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、又は提示してく

ださい。 

３ 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ総務課又は所管課までその旨を電話等で

連絡してください。 
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様式第４号（第６条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報一部開示決定通知書 

 

    年  月  日付けで請求のありました個人情報の開示について、個人情報の一部を開

示することを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第１９条第１項の

規定により、次のとおり通知します。 

開示請求に係る個人情報の

内容 

 

個人情報の開示の実施の方

法 
□閲覧 □視聴 □写しの交付 □その他（     ） 

個人情報を開示する日時       年  月  日 午前・午後  時  分 

個人情報を開示する場所  

開示しないことを決定した

部分 

 

開示しない理由 
 

※開示が可能になる日及び

範囲 

     年  月  日 

（範囲） 

所管課 （         ）

備考  

注 

１ 本人が開示を受ける際には、この通知書を係員に提示するとともに、運転免許証、旅券その

他本人であることを証明するために必要な書類として広域連合長が適当と認めるものを提出

し、又は提示してください。 

２ 法定代理人その他の代理人が開示を受ける際には、代理人に係る１の書類及び代理人の資格

を証明するために必要な書類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、又は提示してく

ださい。 

３ 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ総務課又は所管課までその旨を電話等で

連絡してください。 

４ ※印欄には、個人情報の一部を開示しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示

することができるときは、その期日が記入されますので、その期日以降に個人情報の開示を希

望する場合は、その期日以降に改めて開示請求をしてください。 
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 この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の

規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、広域連合長に

対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっても、この処分の日から１年

を経過すると異議申立てをすることができません。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、福井県後期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において福井県後期高齢者医療広域

連合を代表する者は、福井県後期高齢者医療広域連合長となります。）、提起しなければなりませ

ん（なお、６月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の取消の訴えを提起で

きなくなります。）。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に

福井県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、

その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起しな

ければなりません。 
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様式第５号（第６条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報非開示決定通知書 

 

    年  月  日付けで請求のありました個人情報の開示について、個人情報の全部を開

示しないことを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第１９条第２項

の規定により、次のとおり通知します。 

 

開示請求に係る個人情報の内容 

 

 

 

開示しない理由 

 

 

※開示が可能になる日及び範囲 

（個人情報を保有していないとき

を除く。） 

年  月  日 

（範囲） 

所管課 （        ）

 

備考 

 

 

注 ※印欄には、個人情報を開示しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示するこ

とができるときには、その期日が記入されますので、その期日以降に個人情報の開示を希望す

る場合は、その期日以降に改めて開示請求をしてください。 
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様式第６号（第７条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報開示決定等期間延長通知書 

 

    年  月  日付けで請求のありました個人情報の開示について、開示決定等の期間を

延長したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第２０条第２項の規定により、

次のとおり通知します。 

 

開示請求に係る個人情報の

内容 

 

 

延長前の期間 
        年   月   日から 

        年   月   日まで 

延長後の期間 
        年   月   日から 

        年   月   日まで 

延長の理由 
 

所管課 （         ）

備考  

 

 この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条

の規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、福井県後

期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます。（なお、６０日以内であ

っても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、福井県後期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において福井県後期高齢者医療

広域連合を代表する者は、福井県後期高齢者医療広域連合長となります。）、提起しなければな

りません（なお、６月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に福井県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをした場合には、処分の取

消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。 
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様式第７号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

        

 様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長 印   

 

個人情報の開示決定等に係る意見照会書 

 

 福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例に基づき、次のとおりあなた（貴   ）に

関する情報が含まれた個人情報について開示請求がありました。 

 本件開示請求に係る個人情報の開示について御意見があれば、別紙「個人情報の開示に係る意

見書」により回答してください。 

開示請求の年月日      年     月     日 

□条例第２１条第２項第１号 □条例第２１条第２項第２号 条例第２１条第２項第１

号又は第２号の規定の適

用の区分及び当該規定を

適用する理由 

（条例第２１条第２項の

適用の場合にのみ記入す

ること。） 

理由： 

 

 

 

 

開示請求に係る個人情報

の内容 

 

 

上記の個人情報に記録さ

れているあなた（貴  ）

に関する情報の内容 

 

 

意見書の提出先 

 

 

 

（          ）

 

意見書の提出期限 

 

 

     年     月     日 

 

備考 
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様式第８号（第７条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

第三者個人情報開示通知書 

 

先に照会しましたあなた（貴   ）に関する情報が含まれた個人情報について、次のとおり開

示することを決定しましたので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第２１条第３項

の規定により通知します。 

 

 

開示請求に係る個人情報

の内容 

 

 

上記の個人情報に記録さ

れているあなた（貴 ）

に関する情報の内容 

 

 

開示を決定した理由 

 

 

 

開示請求に対する決定の

表示 

 

 

       年   月   日付け  第     号によ

る個人情報（一部）開示決定 

 

開示を実施する日 

 

    年   月   日 

 

所管課 

 （        ）

 

備考 
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 この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条

の規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、福井県後

期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、福井県後期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において福井県後期高齢者医療

広域連合を代表する者は、福井県後期高齢者医療広域連合長となります。）、提起しなければな

りません（なお、６月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に福井県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをした場合には、処分の取

消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。 
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様式第９号（第１３条関係） 

 

個人情報訂正請求書 

 

※ 所管課受理 ※個人情報窓口受理 福井県後期高齢者医療広域連合長  殿 

  

 

郵便番号     

住所       

氏名       

電話番号     

  

福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第２６条第１項の規定により、次のとおり個人

情報の訂正を請求します。 

請求日        年     月     日 

訂正請求に係る個人情報

の内容 

 

訂正請求に係る個人情報

が記録されている公文書

の名称 

 

 

訂正を求める内容 

 

 

 

（代理人記入欄）代理人が請求する場合は、次の欄にも記入してください。 

 

本人の氏名  

 

本人の住所及び電話番号 

 

（〒       ） 

 

（         ）

本人の区分 □未成年者  □成年被後見人  □その他 

本人が訂正請求をすること

ができないやむをえない理

由（法定代理人以外の代理

人のみ記入） 
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（記入上の注意） 

１ 「訂正を求める内容」の欄は、訂正請求をする箇所及び訂正の内容を具体的に記入してくださ

い。 

２ 本人が請求する場合には、運転免許証、旅券その他本人であることを証明するために必要な書

類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人その他の代理人が請求する場合には、代理人に係る２の書類及び代理人の資格を証

明するために必要な書類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、または提示してくださ

い。 

４ 訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を提出し、又は提示してください。 

 

※印の欄には、記入しないでください。 

※ 本人又は代理人の確認 □運転免許証  □旅券  □その他（      ） 

※ 代理人の資格確認 □戸籍謄本   □その他 （     ） 

※ 所管課 （        ） 

※ 備考  
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様式第１０号（第１４条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報訂正決定通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正について、個人情報の全部を

訂正することを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第２７条第１項の

規定により、次のとおり通知します。 

訂正請求に係る個人情

報の内容 

 

 

訂正の内容 

 

 

 

訂正年月日 

 

 

    年     月     日 

 

所管課 

 

 

 

（        ）

 

備考 
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様式第１１号（第１４条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報一部訂正決定通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正について、個人情報の一部を

訂正することを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第２７条第１項の

規定により、次のとおり通知します。 

 

訂正請求に係る個人

情報の内容 

 

訂正をする内容  

訂正をしない部分  

訂正をしない理由  

訂正年月日     年     月     日 

所管課 （        ）

備考  

 

 この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条

の規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、福井県後

期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、福井県後期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において福井県後期高齢者医療

広域連合を代表する者は、福井県後期高齢者医療広域連合長となります。）、提起しなければな

りません（なお、６月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に福井県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをした場合には、処分の取

消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。 
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様式第１２号（第１４条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報非訂正決定通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正について、個人情報の全部を

訂正しないことを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第２７条第２項

の規定により、次のとおり通知します。 

訂正請求に係る個人情

報の内容 

 

 

訂正をしない理由 

 

 

所管課 （        ）

備考 

 

 

 この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条

の規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、福井県後

期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、福井県後期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において福井県後期高齢者医療

広域連合を代表する者は、福井県後期高齢者医療広域連合長となります。）、提起しなければな

りません（なお、６月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に福井県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをした場合には、処分の取

消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。 
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様式第１３号（第１５条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報訂正決定等期間延長通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正について、訂正決定等の期間

を延長したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第２８条第２項において準用す

る同条例第２０条第２項の規定により、次のとおり通知します。 

 

訂正請求に係る個人情報

の内容 

 

 

 

延長前の期間 

 

     年   月   日から 

 

     年   月   日まで 

 

延長後の期間 

 

     年   月   日から 

 

     年   月   日まで 

 

延長の理由 

 

 

 

所管課 

 

（        ）

 

備考 
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様式第１４号（第１６条関係） 

個人情報利用停止等請求書 

 

※ 所管課受理 ※個人情報窓口受理 福井県後期高齢者医療広域連合長  殿 

  

 

郵便番号     

住所      

氏名      

電話番号     

 

 福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第３０条第１項の規定により、次のとおり個人

情報の利用停止を請求します。 

請求日 年  月  日 

利用停止請求に係る個人情

報の内容 

 

利用停止請求に係る個人情

報が記録されている公文書

の名称 

 

利用停止を求める内容  

 

（代理記入欄）代理人が請求する場合は、次の欄にも記入してください。 

 

本人の氏名 
 

 

本人の住所及び電話番号 

（〒      ） 

 

（        ）

本人の区分 □未成年者  □成年被後見人  □その他 

本人が利用停止請求をする

ことができないやむを得な

い理由（法定代理人以外の代

理人のみ記入） 
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（記入上の注意） 

１ 「利用停止を求める内容」の欄は、利用停止請求をする箇所及び利用停止の内容を具体的に記

入してください。 

２ 本人が請求する場合には、運転免許証、旅券その他本人であることを証明するために必要な書

類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人その他の代理人が請求する場合には、代理人に係る２の書類及び代理人の資格を証

明するために必要な書類として広域連合長が適当と認めるものを提出し、又は提示してください。 

４ 訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を提出し、又は提示してください。 

 

※印の欄には、記入しないでください。 

※ 本人又は代理人の確認 □運転免許証  □旅券  □その他（      ） 

※ 代理人の資格確認 □戸籍謄本   □その他（        ） 

※ 所管課 （        ） 

※ 備考  
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様式第１５号（第１７条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報利用停止等決定通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の利用停止について、個人情報の全

部の利用停止をすることを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第３１

条第１項の規定により、次のとおり通知します。 

利用停止請求に係る個人情報の

内容 

 

 

利用停止の内容 

 

 

 

利用停止年月日 

 

     年   月   日 

 

所管課 

 （        ）

 

備考 
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様式第１６号（第１７条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報一部利用停止決定通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の利用停止について、個人情報の一

部の利用停止をすることを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第３１

条第１項の規定により、次のとおり通知します。 

 

利用停止請求に係る個人情報の

内容 

 

利用停止をする内容  

利用停止をしない部分  

利用停止をしない理由  

利用停止年月日      年   月   日 

所管課 （        ）

備考  

 

 この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条

の規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、福井県後

期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、福井県後期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において福井県後期高齢者医療

広域連合を代表する者は、福井県後期高齢者医療広域連合長となります。）、提起しなければな

りません（なお、６月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に福井県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをした場合には、処分の取

消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。 
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様式第１７号（第１６条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報利用非停止決定通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の利用停止について、個人情報の全

部の利用停止をしないことを決定したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第３

１条第２項の規定により、次のとおり通知します。 

 

利用停止請求に係る個人情

報の内容 

 

利用停止をしない理由  

所管課 （        ）

備考  

 

 この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条

の規定により、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、福井県後

期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをすることができます（なお、６０日以内であっ

ても、この処分の日から１年を経過すると異議申立てをすることができません。）。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に、福井県後期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において福井県後期高齢者医療

広域連合を代表する者は、福井県後期高齢者医療広域連合長となります。）、提起しなければな

りません（なお、６月以内であっても、この決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起できなくなります。）。ただし、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して

６０日以内に福井県後期高齢者医療広域連合長に対して異議申立てをした場合には、処分の取

消しの訴えは、その異議申立てに対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に提起しなければなりません。 
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様式第１８号（第１７条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

個人情報利用停止決定等期間延長通知書 

 

    年   月   日付けで請求のありました個人情報の利用停止について、利用停止決定

等の期間を延長したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第３２条第２項におい

て準用する同条例第２０条第２項の規定により、次のとおり通知します。 

利用停止請求に係る個人情

報の内容 

 

 

延長前の期間 

 

        年   月   日から 

 

        年   月   日まで 

 

延長後の期間 

 

        年   月   日から 

 

        年   月   日まで 

延長の理由  

所管課 （        ）

備考  
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様式第１９号（第１８条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

福井県後期高齢者医療広域連合長  印   

 

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 

 

    年   月   日付けでされた異議申立てについて、次のとおり福井県後期高齢者医療

広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問したので、福井県後期高齢者医療広域連合個人情報

保護条例第３４条の規定により通知します。 

異議申立てに係る個人情報の

内容 

 

異議申立ての対象となった決

定 
      年  月  日付け   第   号 

 

 

異議申立ての趣旨 

 

 

 

諮問年月日       年   月   日 

所管課 
（        ）

備考 
 

 

 


